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主 催  フレイル予防推進会議 

一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 



  



【プログラム】 
 

第１部 総会 
時間 内容 

14：00～14：30 
会長挨拶【オンライン】 

黒岩 祐治 氏 （フレイル予防推進会議 会長／神奈川県知事） 

14：30～14：55 

議事 

１．第２回フレイル予防推進会議総会以降の主要な活動報告 

２．神奈川県・高知県による活動報告および今後の展望について 

３．フレイル予防啓発推進への抱負について 

14：55 閉会 

 

第２部 シンポジウム 
「フレイル予防５か年活動計画の策定に向けた取り組み状況の報告と今後の展望」 

時間 内容 

15：05～15：13 

趣旨説明 

川名 勝義 氏 

（フレイル予防推進会議 実行委員長／神奈川県 福祉子どもみらい局 局長） 

15：13～15：33 
基調講演 

 江崎 禎英 氏（岐阜県知事） 

15：33～16：42 

活動報告 

１．自治体からの取組報告： 

神奈川県三浦市長・岐阜県安八町長・高知県仁淀川町長 

福岡県飯塚市副市長・沖縄県北中城村副村長 

２．産業界からの取組報告：イオン（株）・キユーピー（株）・（株）マルタマフーズ 

３．学術者コメント 

16：42～17：00 登壇者コメント・質疑応答 

17：00～17：10 総括 

17：10～17：15 
閉会挨拶【ビデオメッセージ】 

 濵田 省司 氏（高知県知事） 

17：15 閉会 
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フレイル予防 5か年活動計画の策定について 

 

                                            令和 7年１１月２０日 

                        フレイル予防推進会議 

実行委員会 

                       

１． フレイル予防 5か年活動計画の策定に当たっての基本認識 

（１）フレイル予防のポピュレーションアプローチの意義と重要性1 

① フレイルの定義とフレイル予防の意義 

フレイルとは、健常な状態と要介護状態の中間の状態であり、フレイルまでの段階であれ

ば要介護状態よりもはるかに戻れる可能性が高いので、介護予防の早期の予防として、フ

レイル予防が重要である。 

 

    ② フレイル予防の政策の体系 

フレイル予防の政策の体系としては、ポピュレーションアプローチ（元気な高齢者を含めた

地域住民の集団に対し、予防についての広報啓発活動や環境整備を行う手法）とハイリス

クアプローチ（ハイリスクの人を特定し、それらの人に対して専門職により予防のための対

応（介入）を行う手法）の両方を組み合わせることで最も効果が上がるとされている。 

 

③ フレイル予防のポピュレーションアプローチの重要性 

フレイル予防のポピュレーションアプローチにおいては、ハイリスク者を絞り込んで専門職

によるハイリスクアプローチに繋げることも重要であるが、フレイル予防は、健常やプレフレ

イルの段階から対応するとなお効果があることが明らかとなっている。したがって、今後 85

歳以上人口が都市部を中心に急増し、2040年には 1000万人に達すると見込まれる中に

おいて、健常あるいはプレフレイルの住民を含めた地域住民全体への啓発による行動変

容を目指すフレイル予防のポピュレーションアプローチの推進が不可欠となる。 

 

④ フレイル予防のポピュレーションアプローチにおける住民主体のフレイル測定の重要性 

フレイルは、一義的には加齢の過程で生ずるものであり病気ではなく、生活習慣病のよう

に治療薬に頼ることはできず、その予防は、地域住民 1人ひとりの早い段階からの自らの

取組（生活の工夫）次第であることを自覚することに大きくかかっている。一方において、こ

れまでのフレイル予防のポピュレーションアプローチの実践において、住民が担い手となっ

て、同じ地域の住民を対象にフレイルの度合いを測定することが入り口となり、ポピュレー

ションアプローチの効果だけにとどまらず、お互いにフレイルを学び、自分事化し、その大

 

1 「フレイル予防住民啓発パンフレット説明問答集 問 1」及び「フレイル予防のポピュレーションア

プローチの推進に関する担当者用基本問答集 問２」参照 

（資料４）今後の自治体に対する横展開の基本方針について 
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切さに気付いた高齢者等が中心となり、次世代に希望の持てるまちづくりを目指し、自発的

なフレイル予防活動を推進してきているという事例が各地で出始めてきている。 

このように住民同士で自らのフレイルの度合いを測定する手法は、フレイル予防のポピュ

レ―ションアプロ―チの効果だけにとどまらず、フレイル予防を通したまちづくりに発展して

いくという方向性の入り口となるという特性に着目し、国が進める高齢者の保健事業と介護

予防の一体的実施の取組（以下「一体的実施の取組」という。）におけるフレイル予防のポ

ピュレーションアアプローチの一環として、最新の測定手法（後期高齢者の 15問の質問票

を活用した住民主体のフレイル測定の手法）を導入し、これを近年の生活習慣病予防のた

めの健診などと同様に全国にあまねく普及させることが喫緊の課題である。 

 

（２）フレイル予防推進会議のこれまでの活動の現時点での総括 

① フレイル予防推進会議の目的と活動 

フレイル予防推進会議規約においては、「フレイル予防のポピュレーションアプローチの啓

発と普及の活動を展開する」ことを目的とし、「効果的なフレイル予防のポピュレーションア

プローチの手法の開発と普及の活動」とともに、「フレイル予防のポピュレーションアプロー

チの効果の計測等フレイル予防のポピュレーションアプローチの効果的な普及のための活

動」を行うこととされている。 

 

② フレイル予防推進会議のこれまでの活動の総括 

フレイル予防推進会議は、令和 4 年 12 月に公表された「フレイル予防のポピュレーション

アプローチに関する声明と提言」（フレイル予防啓発に関する有識者委員会：葛谷雅文委

員長）により、地方自治体と産業界を中心とするフレイル予防推進会議の設置が提言され

て以来、関係者の検討を積み重ね、令和 6年 7月に発足した。同年 11月の総会で「フレイ

ル予防宣言」を決定し、これを全国へ発信し、フレイル予防推進会議として「フレイル予防

のポピュレーションアプローチの啓発と普及の活動を展開する」ことに着手したことに伴い、

次の段階として、「効果的な手法の開発と普及の活動」及びその「効果の計測等効果的な

普及のための活動」を行う段階に入ったといえる
2
。 

 
2 フレイル予防推進会議の活動状況  

【令和 5年 9月 8日—令和 6年 7月 12日】 

フレイル予防推進会議準備会の議論の積み重ね（2県 6市町村・第 1回—第 5回） 

【令和 6年 7月 24日—令和 7年 11月 20日】 

第 1回フレイル予防推進会議総会の開催以降、第 2回総会でフレイル予防宣言を決定し、

第 3回総会で「フレイル予防 5か年活動計画について（案）」を提案するに至る。この間、実

行委員会の下で、行政部会（各作業委員会）及び産業部会が着実に活動（実行委員会 6

回、普及啓発・住民主体啓発合同作業委員会 3回、情報システム等作業委員会 3回、産業

部会 3回） 

【令和 7年 3月末日】 
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２．フレイル予防推進会議の活動の当面の基本方針 

（１） 当面の活動方針 

フレイル予防推進会議においては、上記の通り、フレイル予防推進会議設置準備会の段

階から今日に至るまで十分の議論を重ね、当面、下記の活動を全国に向けて展開すると

いう基本方針を固めてきた。 

 

① 効果的な手法の開発と普及の活動 

フレイル予防のポピュレ―ションアプロ―チの効果的な手法の開発と普及の活動の具体

的な内容としては、国の令和 6年度老人保健健康増進等事業である「介護予防等の無関

心層等に対する栄養、身体活動、社会参加を組み合わせたポピュレーションアプローチを

推進するための人材養成（研修プログラムの作成等）に資する調査研究」報告書を踏ま

え、フレイル予防推進会議として、国の推進する一体的実施の取組の一環として後期高

齢者の 15問の質問票を活用した「住民主体のフレイル測定」（後期高齢者の 15問の質

問票に 3項目の測定項目を付加した方式。以下同じ。）を全国の地方自治体に普及する

活動に取り組むことを介してフレイル予防を通したまちづくりを行い、結果として介護保険

運営の安定化を図ることしている。 

 

② 効果計測等、効果的な普及のための活動 

フレイル予防のポピュレ―ションアプロ―チの効果計測等、フレイル予防のポピュレ―ショ

ンアプロ―チの効果的な普及のための具体的な活動としては、住民主体のフレイル測定

を広く網羅的に普及し、地域住民の健常、プレフレイル、フレイルの実態を把握し、これを

基に地域の状況を踏まえた適切な予防戦略を策定し、産業界とも連携しつつ、行政と地

域住民が共にフレイル予防を通したまちづくりに取り組むことで、結果として要介護認定率

の上昇が抑制されるという効果が確認されることが基本となる。この場合、フレイルの概

念を学んだ住民が主体となってフレイル測定を行うからこそ、更に住民主体によるフレイ

ル予防活動が地域に拡大していくという構造に留意する必要がある。 

以上のことを具体的にデータによって検証するには、住民主体のフレイル測定により得ら

れた住民のデータ等の蓄積と解析の支援を行うことが必要であり、フレイル予防推進会議

 

以上のフレイル予防推進会議の活動の一環として、「介護予防等の無関心層等に対する栄

養、身体活動、社会参加を組み合わせたポピュレーションアプローチを推進するための人材

養成（研修プログラムの作成等）に資する調査研究（以下「国の令和 6年度老人保健健康増

進等事業」という。）」の報告書をフレイル予防推進会議事務局である医療経済研究・社会保

険福祉協会がフレイル予防推進会議構成員と連携してとりまとめて公表した。同報告書で

は、後期高齢者の 15問の質問票に 3項目の測定項目を付加した方式である「住民主体の

フレイル測定」を展開する通いの場を基本とするゼロ次予防と一次予防を組み合わせたフレ

イル予防のポピュレ―ションアプロ―チの総合的な戦略と展望が明らかにされており、フレイ

ル予防推進会議の活動の重要な基礎資料となっている。 
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事務局としての医療経済研究・社会保険福祉協会においてフレイル予防支援情報システ

ムを令和 8年 4月を目途として開発することとしている。 

 

（２） 上記（１）の方針の下での計画的な活動展開の枠組み 

① 2040年に向けての計画的な活動展開の必要性 

団塊の世代の全員が 2025年に後期高齢者となるが、2035年には 85歳に達し、2040年

に向かって 85歳以上人口が急増するが、85歳以上の者の現在の平均の要介護認定率

が約 60％となっている。したがって、フレイル予防推進会議の上記（１）の方針を実現する

ためには、遅くとも 2040年には「住民主体のフレイル測定」の普及状況が概ね全国に定

着していることが必要である。そのためには 10年後の 2035年には、「住民主体のフレイ

ル測定が全国的に定着する方向に向かっていることが確認できる状況」を実現することを

具体的な目標とする活動計画の策定が必要である。 

 

② 10年後に向けての都道府県単位の横展開の活動計画の道筋と目標 

ⅰ）都道府県単位の横展開の道筋と目標－基本計画 

10年という限られた期間で全国に活動を展開するには、都道府県単位での横展開を基

本とすることが必要である。その道筋としては、住民主体のフレイル測定の普及の活動

計画を国の進める一体的実施の取組の一環として位置付け、住民主体のフレイル測定

が通いの場で普及することを基本に置きつつ、官民連携啓発活動としての広義の通い

の場における展開
3
を組み合わせることとし、2035年には「住民主体のフレイル測定が

全国的に定着する方向に向かっていることが確認できる状況」となることを目標とする基

本計画を策定する必要がある。 

 

ⅱ）都道府県の役割を基本に置いた活動計画の尻上がりの横展開 

10年間という限られた期間に住民主体のフレイル測定が全国に普及するためには、社

会の様々な変化がロジスティックカーブ（又は S字状カーブ）を描くような経過を辿って拡

大することに見られるように、住民主体のフレイル測定を導入する都道府県の数が、ポ

ピュレーションアプローチに対する時代の要請の増大と相まって尻上がりの形で全国的

に拡大するという想定に基づき、広域行政を担う都道府県の役割を基本に置き、具体的

な目標を設定する必要がある。 

 

ⅲ）基本計画の具体的な目標 

具体的には，初年度である令和 8年度に県単位で対応可能な 6県からスタートし、 5

年後に合計 12乃至 16都道府県（都道府県数については現在検討中）に、10年後の

 

3 ポピュレーションアプローチのあり方として従来からの通いの場だけの展開だけでは不十分で

あることも踏まえ、まず、従来からの通いの場を概ねカバーするということを土台に、産官連携

啓発活動により、小売店舗活用の通いの場や小規模なカフェなどを活用する方式も 5か年活

動計画の対象件数とする（３（２）③で後述）。 
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2035年には「住民主体のフレイル測定が全国的に定着する方向に向かっていることが

確認できる状況」として合計 28乃至 40都道府県（都道府県数については現在検討中）

に拡大し、各都道府県単位に住民主体のフレイル測定が一定の目標まで普及し定着し

ていることを目指す。この場合、都道府県単位での取組をしていない地域における個々

の市区町村がフレイル予防推進会議の構成員となって住民主体のフレイル測定を導入

し、更にはフレイル予防推進会議と連携して都道府県単位での横展開を目指すことも併

せて推進する。 

 

③ フレイル予防 5か年活動計画の策定 

上記の通り、国の進める一体的実施の取組の一環として位置付けられた 2035年に向

けての 10年間の基本計画の下で、そのためのいわゆる発射台の機能を含めたフレイ

ル予防 5か年活動計画を今年度末までに策定し、令和 8年度から活動開始することが

必要である
4
。 

 

３．フレイル予防 5か年活動計画 

（１）フレイル予防 5か年活動計画の目標 

① 都道府県単位での一定の目標の設定の考え方と目標の設定 

ⅰ）各市区町村における住民主体のフレイル測定の網羅的な実践の必要性 

都道府県単位での目標設定の大前提として、管下の市区町村内の各地域の通いの場に

おいて住民主体のフレイル測定を網羅的にカバーし、その普及によりフレイル予防を通し

たまちづくりを行い、結果として要介護認定率の伸びの抑制を目指すことが必要である。

このためには、市区町村ごとに、住民主体のフレイル測定を一般介護予防事業として各地

域の通いの場で網羅的に実施することを基本としつつ
5
、一定の普及度に達するまで推進

するという具体的な実践が基本となる。 

 

ⅱ）都道府県単位の目標としての住民主体のフレイル測定の普及度の指標 

以上述べたような市区町村単位での取組を基本において、都道府県単位で住民主体のフ

レイル測定の普及度の目標を設定する必要がある。その普及度の指標としては、通いの

場における住民主体のフレイル測定の件数の 65歳以上人口に対するカバー率とするこ

 

4 住民主体のフレイル測定は、国が実施している一体的実施の取組における自治体発の介護予

防の取組の共通かつモデル的な手法として、フレイル予防推進会議のフレイル予防 5か年活

動計画で位置づけられる独自の事業である【別添「フレイル予防推進会議が高齢者の保健事

業と介護予防の一体的実施においてフレイル予防のポピュレーションアプローチを進めること

の制度上の位置づけについて」を参照】。 

5 住民主体のフレイル測定は、地域の互助を土台としていることから、単なる参加者への影響だ

けでなく、周辺地域へのフレイルの認知度や浸透などの波及効果が認められており、市町村

内のできる限り幅広い各地域の拠点的な通いの場で網羅的に行うことを基本とすることが適

切である。 
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とが適切である。この場合、市区町村ごとにどの程度の水準のカバー率まで達すれば要

介護認定率等の伸びが抑制されるようになるかについての関係性を明らかにすることが

望ましいが、現時点では、市区町村ごとに地域特性は異なり、そのポピュレーションアプロ

ーチの取組は多様である中で、その水準を明らかにすることは困難である。したがって、こ

のことについては今後の活動の過程での研究活動で明らかにしていくこととし、当面は、フ

レイル予防 5か年活動計画の目標としては、住民主体のフレイル測定の件数の 65歳以

上人口に対するカバー率の引き上げの現実的な可能性に着目した目標を設定することが

適切である。 

 

ⅲ）当面の現実的な目標設定－都道府県単位での通いの場フレイル測定参加カバー率 

現実的に可能な目標として、都道府県単位の集計として、通いの場で住民主体のフレイル

測定の件数の 65歳以上人口に対するカバー率
6
（以下「通いの場フレイル測定参加カバ

ー率」という。以下同じ）が当該都道府県の 65歳以上人口に対する通いの場への地域住

民の参加カバー率に相当する率に達することを最終目標とし、計画期間中に逐次都道府

県ごとに通いの場フレイル測定カバー率（その分かりやすい指標としてそれに対応する住

民主体のフレイル測定の具体的な実施件数を併用する。以下同じ）を最終目標に向けて

引き上げていくこととする。 

この場合、下記の（２）③にあるように、民間事業者等による広義の通いの場における住

民主体のフレイル測定をフレイル予防 5か年活動計画における住民主体のフレイル測定

として位置付けるので、この件数を通いの場フレイル測定参加カバー率の対象に取り込む

ことにより、都道府県単位での通いの場フレイル測定カバー率は、最終目標である通いの

場フレイル測定参加カバー率を上回ることが期待される。そのような段階になった都道府

県が現れた際に、目標の再設定を検討することとする。 

 

② 当初３年目に向けての先発 6都道府県の活動の目標設定 

ⅰ） 先発 6県による活動開始と活動の目標設定の考え方 

上記の基本計画において、10年間の活動計画のスタートラインに立つ都道府県数とし

て 6都道府県が位置付けられており、現在 6県7において検討が進められている。スタ

ートラインに立つ各県は県単位で各市町村に呼びかけ、活動を逐次拡大し、下記（２）に

ある主要な取組みにおけるモデル的な実践を展開することとなる。その場合、引き続く自

治体の活動を牽引するためにも、フレイル予防 5年活動計画の中間時点である 3年目

を一つの区切りとして、最終目標値に向けての経過的な目標となる通いの場フレイル測

 

6 令和 5年度任意の１ヶ月の状況を活動会場毎に集計した結果、全国の通いの場は 157,638 箇

所で全国の 65歳以上人口の平均参加率は、6.6％である（老健局：介護予防・日常生活支援

総合事業等（地域支援事業）の実施状況（令和 5年度実施分）に関する調査結果（概要））。 

7 6県の候補県については、前述の老健調査研究事業の試行事業を実施した三浦市と仁淀川町

を擁する県として先行してきた神奈川県及び高知県に加えて 4県が検討中である。 
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定参加カバー率を設定する必要がある。この 3年目の経過的な目標値については、令

和 8年度当初の段階で各県ごとに設定することは困難と言わざるを得ないので、当初の

3年目の通いの場フレイル測定カバー率の目標は、6県全体で一括したものとして位置

付けることとすることが適切である。 

 

ⅱ） 6県全体での目標設定 

目標となる通いの場フレイル測定カバー率は、例えば、最近明らかになった全国の 65

歳以上人口に対する通いの場の地域住民の参加カバー率の平均値である 6.6％の一定

割合とすることが考えられる8。 

 

（２） 上記の都道府県単位の活動目標の達成のための主要な取組 

① 都道府県単位での同時並行的な取組 

当初 5年の間に、6県から 12都道府県乃至 16都道府県（都道府県数については現在検

討中）への拡大を目指すので、以下の②から⑤までの主要な取組みを基本に置いて、6県

の取組と並行して、令和 6年度老人保健健康増進等事業のアンケートに回答した約 400

自治体（6県及びその関係自治体を除く。）にもフレイル予防推進会議事務局から声掛けを

行うなどにより、残りの 2年で新たに横展開に取組む都道府県（新たに 6都道府県乃至

10都道府県を検討。比較的大きな都市を擁するものを含む。）を確保し、全国への普及の

基盤を固める。 

 

② 医療経済研究・社会保険福祉協会のコーディネートと都道府県の支援 

ⅰ）医療経済研究・社会保険福祉協会によるコーディネート 

上記の取組を着実に展開していくためには、各地域の通いの場にも精通した専門職が参

加する積極的な支援が必要であり、令和 6年度老人保健健康増進等事業の報告書の

内容に準拠し、フレイル予防推進会議事務局である医療経済研究・社会保険福祉協会

（都道府県によっては、独自に医療経済研究・社会保険福祉協会に相当する関係団体を

位置付けることも想定される。）が、都道府県と連携し、コーディネート主体として、中核フ

レイルトレーナー9の派遣を通して、同報告書で示された住民主体のフレイル測定に関

する市町村担当者向け等の人材養成等の支援を行う必要がある。この場合、各都道府

県、各市区町村の関係者は、中核フレイルトレーナーと連携し、今後のフレイル予防の

 

8 現在検討中の 6県で試算するとそのカバー率と件数としては、例えば、現在内検討中の 6県を

対象として試算すれば、通いの場の地域住民の参加カバー率の全国の最近の平均値である

6.6％の 5割とした場合 17万件、4割とした場合は 14万件となる。 

9 中核フレイルトレーナーとは、住民主体のフレイル測定を実施する「フレイル測定サポーター」を

養成す る任務を担う人材（「フレイルトレーナー」と称する。）のうち高度なマネジ メント能力を

有する中核フレイルトレーナーとして医療経済研究・社会保険福祉協会により指名される者で

ある。 
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ポピュレ―ションアプロ―チの要となる様々な通いの場の現状を他部局とも連携して的

確に掌握し、フレイル予防のポピュレ―ションアプロ―チの適切な推進の観点から、様々

な通いの場をその主体性を尊重しつつ、政策的に位置づけていく必要があることに留意

する必要がある。 

 

ⅱ）コーディネート費用の負担の原則と都道府県の支援の必要性 

上記のコーディネートの費用については、介護予防事業を担う市区町村が一般介護予

防事業として負担するのが基本であるが、住民主体のフレイル測定が広く普及するため

には、広域行政を担う都道府県による適切な支援措置が行われることを強く期待した

い。 

 

② 広義の通いの場を視野に置いた二つのフェーズの産官連携啓発活動の位置付けと活動

展開 

フレイル予防のポピュレ―ションアプロ―チは、産官学民が挙って取り組むことにより効果

が生ずるのであり、無関心層等へのアプローチが重要となる中で、今後は、産業界との連

携は不可欠であるといえる。今般、フレイル予防推進会議のフレイル予防のポピュレーショ

ンアプローチに関する方針に賛同した産業関係者で立ち上げた産業界の自主団体（一般社

団法人；日本フレイル予防サービス振興会）と連携して、産業界が展開する広義の通いの

場において、産官連携啓発活動として、下記に示す二つのフェーズを基本において、フレイ

ル予防啓発イベント等の展開と住民主体のフレイル測定活動の展開を行うことは、フレイル

予防を通したまちづくりを目指す観点から大変重要であるだけでなく、要介護認定率の伸び

の抑制のためにも不可欠であるといえる。 

 

ⅰ） 第一フェーズ産官連携啓発活動の位置付けと活動展開の必要性 

今後、85歳以上人口が増加する中で、フレイル予防を通したまちづくりを推進し、明るい

心豊かな社会を目指すためには、地域全体で産官が連携し、フレイル予防のポピュレー

ションアプローチとしての啓発イベントを繰り返すことは大変重要である10。産業界の活

力を活かし、フレイル予防や健康づくりに無関心な層等も対象として取り込める啓発活

動が行われることは行政としても極めて重要である一方、産業界としても、社会的使命と

して自社の事業が地域の課題解決と結びついていることが期待されており、行政や住民

と連携することで地域貢献すること自体が企業の存在意義、持続可能性を高める「企業

価値」となる。したがって、フレイル予防推進会議の行政部会（作業委員会）と産業部会

の連携の下で、自治体行政と日本フレイル予防サービス振興会とが連携し、フレイル予

 

10 今後は、フレイル予防推進会議の構成員でない京都市、横浜市、名古屋市などの大都市圏都

市で大型小売店を展開するイオン（株）等の企業を会員とする一般社団法人日本フレイル予防

サービス振興会が仲介して、これらの都市がフレイル予防推進会議の構成員となることを促し

つつ、第一フェーズ産官連携啓発活動が推進されることが期待される。 
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防 5か年活動計画の一環として、産官連携の啓発イベント事業の推進を位置付け、今

後具体的な活動展開の方針を明らかにする必要がある。   

 

ⅱ） 第二フェーズ産官連携啓発活動の位置付けと活動展開の必要性 

第一フェーズを経ることを基本とし、第二フェーズ産学連携啓発活動として、住民主体の

フレイル測定をフレイル予防推進会議のフレイル予防 5か年活動計画において位置付

ける必要がある。このため、産業主導の広義の通いの場を、一体的実施の一環11として

の一般介護予防事業の実施場所として位置付け12、行政からの委託の方式13で住民

主体のフレイル測定の実施を行うということが適切であり、今後その具体的な活動展開

の方針を明らかにする必要がある。この場合、行政からの委託費は、一定の補助にとど

め、産業側としては地域における企業価値が生み出されるという意義があるので受託す

る産業側も相応の負担をする方式が考えられる
14
。これにより、フレイル予防 5か年活

動計画の中後半の段階で第二部門産学連携啓発活動により、住民主体のフレイル測定

の普及が一層推進されることが期待される。 

 

③  新たなフレイル測定データを基とする調査研究の推進 

医療経済研究・社会保険福協会において開発中であるフレイル予防支援情報システムに

おいては、住民主体のフレイル測定の実践状況がデータで集積され、地域ごとに地域高齢

者の健常、プレフレイル、フレイルのそれぞれの人数や分布を始め様々なデータの分析ができ

ることとしている。また、様々な地域特性及びフレイル予防に関する施策と要介護認定率等と

の相関関係等の AI分析機能が含まれており、これらを通して、適切で有効な介護予防政策立

案の支援を含めた自治体の政策の推進の支援を行うこととしている。したがって、今後は、こ

 

11 一体的実施の方式として、保健事業のガイドライン等でフレイル予防のポピュレーションアプロ

ーチの場として通いの場に準ずる場も取り入れることが推奨されている。 
12 広義の通いの場は、令和 6年度老人保健健康増進等事業の報告書において強調されている

ように、無関心層等を取り込む重要な場であり、フレイル予防５か年活動計画において重要な

位置づけとする必要がある。 
13 フレイル予防 5か年活動計画において位置付けられる以上、その内容が適正であるとともに、

それにより得られるデータが市町村行政による通いの場と同様に行政に把握され、通いの場フ

レイル測定カバー率算定の対象とする必要があり、このためには委託の方式が適切である。 
14 市町村から産業界への委託による住民主体のフレイル測定の実施を行う当初の段階において

は、行政主導型の通いの場に関する医療経済研究・社会保険福祉協会のコーディネート支援

と同様の支援が産業関係者に対して行われる必要がある。この場合、産業関係者（事業実施

者）側として日本フレイル予防サービス振興会が独自に住民主体のフレイル測定のサポーター

を育成することが考えられる（その仕組みの構成につき検討する必要）。また、行政からの委託

による住民主体のフレイル測定で得られる行政に報告すべきデータ（報告後、受託者は所要の

ルールに従いデータを廃棄することとなる。）を作成する際の経費負担をいずれの負担とする

かについては今後検討する必要がある。その際、産業側が、別途個別許諾の下で独自で顧客

のデータを保持できるようにし、産業側の新たなビジネスモデルを開発することの一環として費

用負担を位置付けることも考えられる。 
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のシステムの活用を含めたフレイル予防の実践の中で得た様々なデータを基に自治体の担当

者と関連研究機関の研究者とが共同して調査研究を進め、令和 6 年度老人保健健康増進等

事業の報告書で示されたフレイル予防のポピュレーションアプローチの戦略と展望に向けてエ

ビデンスに基づいた政策を展開することが必要である。また、このような研究体制の確立を通

し、近い将来において、フレイル関連データと既存の介護保険関係等の様々なデータを総合

的に分析する取組を推進し、地域特性や地域ごとの予防施策に応じた自治体ごとの目標設定

の下で、5 年後、10 年後の介護認定者数の予測ができるようにすることを目指していくことが

期待される。 

 

④ フレイル予防 5か年活動計画の導入の当初段階における支援 

住民主体のフレイル測定の普及に関する各自治体の実施計画の作成及びその実施の手

法は、当初のスタートの段階である 6県の取組の関係者にとっては、いわばモデル事業の

実施ともいえるものであり、下記のような当初の支援体制が必要である。 

 

ⅰ） 初年度の令和 8年度における特例的支援体制の内容 

ア）中核フレイルトレーナーによる支援 

住民主体のフレイル測定のノウハウのない自治体においては、上記（１）の②で述べた

通り、当初は、都道府県による支援措置が強く期待されるが、フレイル予防 5か年活動

計画の初年度である令和 8年度において、都道府県の支援体制が整うことは困難と言

わざるをえない。したがって、初年度の令和 8年度の特例措置として、フレイル予防推進

会議事務局である医療経済研究・社会保険福祉協会の負担とコーディネートの下で中

核フレイルトレーナーがコンサルタント的な形で、地元自治体行政における人材養成の

支援を行うなどの支援が必要である。 

イ）フレイル予防支援情報システムの導入時の支援 

医療経済研究・社会保険福祉協会が開発したフレイル予防支援情報システムを導入する

かどうかは、あくまでも自治体の判断によるものであるが、これまで述べてきたようにフレ

イル予防支援情報システムの活用が有益でありその導入が強く期待されるので、上記ア）

の支援と並行して、初年度の令和 8年度は、医療経済研究・社会保険福祉協会の負担に

より、無償の試行期間を設けることが適切である15。この場合、契約としては、令和 8年

度の特例措置として、一定の条件の下でフレイル予防支援情報システムの無償での試行

を行い、令和 9年年度の予算化がなされれば、本契約に移行するという方式を導入する

必要がある。したがって、令和 9年度以降は、市区町村がフレイル予防支援情報システ

ムの導入をする際には、都道府県は、広域行政を担うという役割の下で、管轄地域全体

の介護予防の適切な推進という観点から、当初の利用料金の一部を都道府県から助成

することが強く期待される。 

 

 

15 既存のビジネスモデルに無料のお試し利用の例がある。  
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ⅱ） 令和 9年度以降の都道府県による支援体制 

令和 8年度の特例措置の次の段階である令和 9年度以降は、一般介護予防事業の予算

を基本に置いて展開することが基本となるが、中核フレイルトレーナーの派遣による支援

の経費の一部及びフレイル予防支援情報システム導入時当初の利用料金の一部を、広域

行政を担う都道府県16が支援する措置を取ることが強く期待されている17ことを重ねて強

調したい。 

（以上） 

 

 

16 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施におけるガイドラインにおいては、都道府県の役

割（事例の横展開、県内の健康課題の俯瞰的把握、事業の評価等）が示されている。 
17住民主体のフレイル測定の実施は、自治体の一般介護予防事業予算で賄われることが前提で

あるが、都道府県からの支援措置は、一定期間が経過すればその役割を終了する。一方にお

いて、フレイル予防推進会議が中心となって、フレイル予防のポピュレーションアプローチが全

国的に普及する中で、この政策分野への国の予算における更なる対応も期待している。まずは

都道府県が、広域行政を預かる立場から、フレイル予防 5か年活動計画において、強いリーダーシ

ップを果たすことが期待される。 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

第２部 シンポジウム 
 

「フレイル予防５か年活動計画の策定に 

向けた取り組み状況の報告と今後の展望」 
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江崎 禎英 氏 
 

岐阜県知事 
  
 
 

 
 

 
 

  



  



 

 
 
 

 
 

 
 

１．自治体からの取組報告 

 

 

 

出口 嘉一 氏 
 

神奈川県三浦市長 
  
 
 

 
 

 
 

  



  













  



 

 
 
 

 
 

 
 

１．自治体からの取組報告 

 

 

 

岡田 立 氏 
 

岐阜県安八町長 
  
 
 

 
 

 
 

  



  













  



 
 
 
 

 
 

 
 

１．自治体からの取組報告 

 

 

 

片岡 信博 氏 
 

高知県仁淀川町長 
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１．自治体からの取組報告 

 

 

 

藤江 美奈 氏 
 

福岡県飯塚市副市長 
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１．自治体からの取組報告 

 

 

 

比嘉 孝則 氏 
 

沖縄県北中城村長 
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２．産業界からの取組報告 

 

 

 

久木 邦彦 氏 
 

イオン株式会社 ヘルス＆ウエルネス担当責任者 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



  















 
 
 

 
 

 
 

２．産業界からの取組報告 

 

 

 

髙宮 満 氏 
 

キユーピー株式会社 代表取締役社長執行役員 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



  











 
 
 

 
 

 
 

２．産業界からの取組報告 

 

 

 

服部 太郎 氏 
 

株式会社マルタマフーズ 代表取締役社長 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 










